
八千代市開発指導課(Ｒ7.2更新)

優良宅地認定事務の流れ
2025/3　整理

１．造成面積1,000㎡以上(開発行為に該当しないもの)

申請者 市

２．造成面積1,000㎡未満(開発行為に該当しないもの)

申請者 市

造成完了

申請：優良宅地認定申請書

(第1号様式)

審査

優良宅地認定基準

(昭和54年建設省告示第767号)

優良宅地認定証明書交付

(第４号様式)

※1：1,000㎡以上の開発行為は優良宅地認定の対象外

※2：1,000㎡未満で開発許可を受けた宅地の造成に対する認定手続きは，請求に基づき開発行為

の検査済証の写しに優良宅地に該当する旨を明記し交付する。(規則第9条)

造成計画策定

申請：優良宅地認定申請書

(第１号様式)

認定

優良宅地認定書交付

(第３号様式)

工事着手

造成完了

申請：優良宅地証明申請書

(第5号様式)

審査

優良宅地認定基準

(昭和54年建設省告示第767号)

審査

優良宅地証明書交付

(第6号様式)

・第62条の３第４項第十四号ハ

・第63条第３項第五号イ

・第63条第３項第七号イ

・第28条の４第３項第五号イ

・第31条の２第２項第十四号ハ

・法第28条の４第３項第七号イ

造成計画策定

工事着手


